
おたずね／島根社会保険事務局　出雲事務所（TEL 24－0044）
出雲市　保険年金課（TEL 21－2211　内線4315）

平
成
１７
年
度
 

　

平
成
17
年
度
は
、
合
併
直
後
で
、

市
長
や
市
議
会
議
員
が
決
ま
っ
て
い
な

い
た
め
、
年
度
開
始
ま
で
に
通
常
（
本
）

予
算
が
成
立
し
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
設

置
選
挙
後
に
開
催
さ
れ
る
定
例
市
議

会
ま
で
の
期
間
に
最
低
限
必
要
と
な
る

経
費
『
暫
定
予
算
』
を
、
市
長
職
務
執

行
者
が
３
月
22
日
に
決
定
し
ま
し
た
。

　

一
般
会
計
総
額
は
２
２
５
億
２
千
万

円
、
特
別
会
計
は
19
会
計
で
、
総
額

１
１
７
億
７
，９
８
０
万
円
で
す
。こ

の
予
算
は
、
通
常
（
本
）
予
算
が
成

立
す
る
と
、
す
べ
て
吸
収
さ
れ
る
も

の
で
、
出
雲
市
で
は
、
議
会
な
ど
の

日
程
を
考
慮
し
、
４
月
１
日
か
ら
６

　

３
月
22
日
に
新
「
出
雲
市
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。
４
月
17
日

に
行
わ
れ
る
選
挙
に
よ
っ
て
新
市
の
市
長
と
市
議
会
議
員
が
決
ま

り
、
６
月
ご
ろ
に
行
わ
れ
る
市
議
会
で
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
方
針

や
予
算
が
決
定
し
ま
す
。

　

今
回
は
、
そ
れ
ま
で
の
間
に
必
要
と
な
る
経
費
を
計
上
し
た
『
暫ざ

ん

定て
い

予
算
』
に
つ
い
て
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。月

30
日
ま
で
の
３
か
月
を
暫
定
予
算

の
期
間
と
し
て
い
ま
す
。

　

暫
定
予
算
は
、
本
予
算
が
成
立
す

る
ま
で
の
つ
な
ぎ
予
算
的
な
性
格
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
職
員
の
給
与
や
施

設
管
理
な
ど
の
経
常
的
な
経
費
、
道

路
の
維
持
補
修
費
な
ど
を
中
心
に
見

込
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
道
路
整
備
や
河
川
改
修
な

ど
に
あ
て
る
普
通
建
設
事
業
費
は
、

工
事
の
期
間
を
確
保
す
る
必
要
性

や
、
近
年
の
厳
し
い
地
域
経
済
の
状

況
な
ど
を
考
慮
し
、
継
続
的
な
も
の

を
中
心
に
、
84
億
円
あ
ま
り
を
確
保

し
て
い
ま
す
。

総額117億7,980万円
主な会計
　◆国民健康保険事業　　25億9千万円
　◆老人保健医療事業　　32億9千万円
　◆介護保険事業　　　　27億1千万円
　◆下水道事業　　　　　19億5千万円
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議決 6月 4月 

暫定予算 

本 予 算  

●暫定予算についてのおたずねは

　財 政 課 （℡㉑２２１１内線３１１１）

特 別 会 計（19会計）

総額225億2,000万円
主な内容
　◆人件費（職員給与・議員報酬など）　43億4千万円
　◆維持補修費（農林道維持管理、道路修繕など）

　　　　　　　　　　　　　2億2千万円
　◆扶助費（福祉医療費助成、乳児医療費助成など）
 18億7千万円
　◆補助費（コミュニティ活動支援事業など）
 12億9千万円
　◆普通建設事業費　　　　　　　　   84億3千万円

一 般 会 計

●平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
●昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者（厚生年金、共済組合などの加入者）
の配偶者
　これらの方のうち、任意加入していなかった期間内に初診日（※）があり、現在、障害基礎年金の１級また
は２級相当の障害に該当する方です。
　なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる方は対象になりません。　　

　（※）障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

障害基礎年金1級に該当する方・・・月額5万円
障害基礎年金2級に該当する方・・・月額4万円
・支給額は、毎年度物価の変動によって改定されます。
・本人の所得によっては、支給額の全額または半額が制限される場合があります。
・老齢年金などを受給している場合には、支給が制限されます。
・給付金は、認定を受けた後、請求のあった月の翌月分から支給されます。
　

●請求の窓口／出雲市役所　保険年金課または各支所の市民生活課
●持参するもの／年金手帳または基礎年金番号通知書、印かん
　原則として、請求できるのは６５歳に達する日の前日までです。ただし、平成１７年４月１日時点で
６５歳以上の該当者の方は、平成２２年３月３１日まで請求することができます。

●給付金は、請求月の翌月分から支給されます。したがって、平成17年4月中に請求すれば、翌月（5月）
分から支給されます。
●添付書類がすべて揃わなくても、4月中に請求することができます。
●障害認定事務は、過去の状況を確認するなど、非常に時間がかかる場合があります。場合によっては、
支給決定まで数か月かかることもありますので、あらかじめご了承ください。
●給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。

（１）新制度のご案内 

国 民 年 金 シ リ ー ズ  

　平成17年4月から「特別障害給付金制度」がはじまり
ます。これは、国民年金の任意加入期間に加入しなかった
ことにより障害基礎年金などを受給していない障害者を
対象としたものです。　

　給付金の支給対象となる方は、出雲市の国民年金担当窓口（本庁：保険年金課、支所：市民生活課）で
請求を行う必要があります。まずは、対象となるか、窓口でご相談ください。

支給の対象となる方

支給額 

請求手続き〈4月1日から受付開始しています〉

ご注意いただきたいこと

4広報いずも２００５．４．１４5 広報いずも２００５．４．１４




